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○千歳市病児・病後児保育施設条例施行規則 

平成14年12月10日規則第57号 

改正 

平成17年４月１日規則第30号 

平成22年３月24日規則第11号 

平成23年３月23日規則第12号 

平成24年３月22日規則第15号 

平成25年12月18日規則第38号 

平成28年３月31日規則第19号 

千歳市病児・病後児保育施設条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、千歳市病児・病後児保育施設条例（平成14年千歳市条例第30号。以下「条例」

という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（職員） 

第２条 病児・病後児保育施設に施設長その他必要な職員を置く。 

（定員） 

第３条 条例第４条第２項の定員（以下「定員」という。）は、３人とする。ただし、市長が必要

があると認めるときは、この限りでない。 

（閉所日及び開所時間） 

第４条 病児・病後児保育施設の閉所日は、次に掲げる日とする。ただし、市長が必要があると認

めるときは、閉所日に開所し、又は開所日に閉所することができる。 

(１) 日曜日 

(２) 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日 

(３) 12月29日から翌年１月３日まで 

２ 病児・病後児保育施設の開所時間は、午前８時から午後６時までとする。 

（申込み） 

第５条 病児・病後児保育を受けようとするときは、予約を行わなければならない。 

２ 前項の予約は、定員の範囲内で先着順に受け付けるものとする。 

３ 第１項の予約をした者は、病児・病後児保育を受けようとする日の前日までに千歳市病児・病

後児保育申込書（第１号様式）を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別な理由が
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あると認めるときは、この限りでない。 

４ 前項の申込書には、掛り付けの医療機関から必要事項の記載を受けた千歳市病児・病後児保育

医師連絡書（第２号様式。以下「医師連絡書」という。）を添付しなければならない。 

（承諾等の通知） 

第６条 市長は、前条第３項の申込書の提出があったときは、病児・病後児保育の要否、承諾期間

及び費用負担額を決定し、当該申込みをした者に通知するものとする。 

２ 前項の通知は、千歳市病児・病後児保育承諾通知書（第３号様式）又は千歳市病児・病後児保

育不承諾通知書（第４号様式）により行う。 

（保育の期間） 

第７条 病児・病後児保育の承諾期間は、連続した７日間（病児・病後児保育施設の閉所日を除く。）

を限度とする。ただし、児童の健康状態についての医師の判断及び保護者等の状況により引き続

き病児・病後児保育が必要と認められる場合には、この限りでない。 

（申込みの不承諾） 

第８条 市長は、次の各号の一に該当するときは、病児・病後児保育の申込みを承諾しない。 

(１) 条例第４条第１項の要件を満たしていないとき。 

(２) 申込みの内容が事実と著しく異なるとき。 

(３) 申込みに基づく調査を正当な理由なく妨げ、又は必要な指示に従わなかったとき。 

(４) 定員を超えたとき。 

(５) その他市長が承諾することが不適当であると認めるとき。 

（保育の中止等の通知） 

第９条 市長は、条例第７条の規定により病児・病後児保育を中止し、又は解除するときは、千歳

市病児・病後児保育（中止・解除）通知書（第５号様式）により保護者に通知しなければならな

い。 

（費用の負担） 

第10条 条例第８条第１項に規定する保護者が負担すべき額（以下「負担額」という。）は、別表

に定める額とする。 

２ 前項に定めるもののほか、保護者は、給食に係る実費額を負担しなければならない。 

３ 保護者は、負担額及び前項の実費額を納入通知書により所定の期日までに納付しなければなら

ない。 

附 則 
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この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成17年４月１日規則第30号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の千歳市規則の各規定により作成されている

様式については、当分の間、適宜修正の上使用することができる。 

附 則（平成22年３月24日規則第11号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成23年３月23日規則第12号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成24年３月22日規則第15号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成24年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の千歳市病児・病後児保育施設条例施行規則別表の規定は、この規則の

施行の日以後の病児・病後児保育に係る負担金から適用し、同日前の病児・病後児保育に係る負

担金については、なお従前の例による。 

附 則（平成25年12月18日規則第38号） 

この規則は、平成26年１月１日から施行する。ただし、別表備考第２号の改正規定（「第41条の

19の３第１項及び第２項、第41条の19の４第１項及び第２項」を「第41条の19の３第１項及び第３

項並びに第41条の19の４第１項及び第３項」に改める部分に限る。）は、平成26年４月１日から施

行する。 

附 則（平成28年３月31日規則第19号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の千歳市病児・病後児保育施設条例施行規則の

規定により作成されている様式については、当分の間、適宜修正の上使用することができる。 

別表（第10条関係） 
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児童が属する世帯の区分 １日当たりの負担額 

ア 生活保護法（昭和25年法律第144号）の規定による扶助を受けて

いる世帯又は市町村民税非課税世帯 
０円 

イ 前年度分の市町村民税の所得割の額が48,600円未満の世帯（ア

に掲げる世帯を除く。） 
1,000円 

ウ 前年度分の市町村民税の所得割の額が48,600円以上の世帯 2,000円 

備考 

１ この表における「所得割の額」とは、地方税法（昭和25年法律第226号）第292条第１項第

２号に規定する所得割（この所得割を計算する場合には、同法第314条の７、第314条の８並

びに同法附則第５条第３項、第５条の４第６項及び第５条の４の２第６項の規定は適用しな

いものとする。）の額をいう。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場

合には、その減免後の所得割の額とする。 

２ この表の世帯の区分（アに掲げる世帯を除く。）については、４月から８月までの負担額

にあっては前年度分、９月から翌年３月までの負担額にあっては当該年度分の市町村民税の

所得割の額により決定する。 

第１号様式（第５条関係） 
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第２号様式（第５条関係） 
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第３号様式（第６条関係） 
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第４号様式（第６条関係） 
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第５号様式（第９条関係） 
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